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■要 旨■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 土砂災害の防災をめぐっては、法制度や各種施策に基づき対策が講ぜられてきたが、頻発化・

激甚化する災害に十分に対応できているとはいえない。災害時の避難行動や平時からの備えに

当たっては、個人の防災意識向上が重要であり、そのためには災害の自分事化が求められる。 

広島県内では、繰り返し発生してきた土砂災害の教訓を踏まえ、行政・住民の双方において、

災害を伝承し、防災意識向上につなげる取組が行われている。本稿では、そうした広島県内の

防災・土砂災害伝承施設の取組及び兵庫県内の災害伝承施設の取組の調査を通じて、地域防災

と災害伝承の在り方について検討し、筆者の考案する「２ステップの地域防災」を提案する。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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はじめに 

 近年、我が国においては、集中豪雨の多発

化等により土砂災害のリスクが高まっている。

令和６年の全国の土砂災害発生件数は1,433

件で、統計開始以降（昭和57～令和５年）の

平均発生件数1,108件を約300件上回るなど、

増加傾向にある1。災害発生時に迅速な避難行

動を取るための事前の備えや、被害を減らす

ための対策が急務となっている。 

 土砂災害の防災をめぐって、国においては、

これまでハード・ソフトの両面で対策が講ぜ

 
1 国土交通省砂防部「令和６年の土砂災害」（2025.3） 

られてきた。ハード対策については「砂防三

法」（砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地の

崩壊による災害の防止に関する法律）、ソフト

対策については土砂災害警戒区域等における

土砂災害防止対策の推進に関する法律（以下

「土砂災害防止法」という。）を中心に行われ

てきた。砂防三法によって、砂防堰堤の建設

などによるハード対策が進められ、ソフト対

策についても、土砂災害防止法に基づいて土

砂災害警戒区域等の指定や土砂災害ハザード

マップの策定・公表、土砂災害警戒情報の発

令体制の整備等が進められ、被害の抑制に一

定の成果を上げてきた。 

一方、ハザードマップについては、住民の

避難に役立っていると考えられるものの、ハ

ザードマップの情報だけでは自分自身がとる

べき避難行動が分からないという意見もあり、

「身の回りの自然災害のリスクを正しく認識

し、避難行動につなげる」ことが課題として
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指摘されている2。 

こうした課題に対し、行政による土砂災害

警戒区域の周知やハザードマップの公表及び

その利活用とともに、避難行動を行う住民そ

れぞれが防災意識を高めるための水災害の

「自分事化」の必要性が指摘されている3。 

筆者は、土砂災害のリスクが高く、繰り返

し土砂災害が発生してきた広島県を主な対象

地域とし、過去の土砂災害を踏まえて自治体

や各地域において行われている防災・災害伝

承の取組について調査を行った。また、関連

事例として、阪神・淡路大震災の被災地にお

ける災害伝承の取組についても調査を行った。

本稿では、行政による防災のソフト対策の取

組、広島県内の土砂災害伝承施設、他地域に

おける災害伝承と防災の取組を事例として、

現地での聞き取り調査等の結果を基に、地域

住民の防災意識の向上のための災害伝承施設

の活用を含めた方策や課題について検討する。

その上で、住民が主体となった地域防災・災

害伝承の取組の意義、これまで災害を経験し

ていない地域も含めた他地域での事例の応用

可能性について考察し、筆者が考える災害伝

承を活かした住民が主体となった地域防災の

在り方を、「２ステップの地域防災」として提

案する。 

なお、本稿執筆に当たり、早稲田大学教育

学部の久保純子教授（地理学）、広島大学大学

院人間社会科学研究科の熊原康博教授（地理

学）から意見を聴取し、その結果も記載して

いる。 

 

 

 

 

 
2 国土交通省ハザードマップのユニバーサルデザインに関する検討会「「わかる・伝わる」ハザードマップのあり方について

～あらゆる主体に向けたハザードマップの更なる普及に向けて～」（2023.4） 
3 国土交通省「水害リスクを自分事化し、流域治水に取り組む主体を増やす流域治水の自分事化検討会」委員長：小池俊雄 

国立研究開発法人土木研究所水災害・リスクマネジメント国際センター長 

Ⅰ 土砂災害と砂防に関する法制度等の施

策及び広島県内の取組の経緯 

１ 広島県における土砂災害リスク 

 広島県の山地は、主に広島花崗岩と呼ばれ

る岩石から出来ており、長期間風雨にさらさ

れるなどして風化すると、「マサ土」と呼ばれ

る砂のような土に変化する。マサ土は、水を

多量に含むと、脆くて崩れやすい状態になる

性質があり、斜面の表面をマサ土が広く覆う

広島県では、土石流やがけ崩れなどの土砂災

害ハザードが高いとされる。また、人口が集

中する広島市周辺では、都市化や人口増加に

伴い、山を切り開き、丘陵地や傾斜地の直下

や谷の出口付近まで宅地開発が進められてき

た経緯がある。 

広島県は、土砂災害防止法に基づく土砂災

害警戒区域の指定数（令和７年３月31日現在）

が47,854区域（うち土砂災害特別警戒区域は

45,073区域）と全国最多であり、47都道府県

で唯一40,000箇所以上が指定されていること

からも、全国でも突出して土砂災害のリスク

の高い地域であることが分かる。 

 

２ 広島県における過去の土砂災害と土砂災

害防止法の制定及び改正の経緯 

 広島県内では、これまで、大規模な土砂災

害が繰り返し発生し、大きな被害を受けてき

た。特に、平成11年６月豪雨災害や平成26年

８月豪雨災害は、土砂災害防止法の制定や改

正の契機になるなど、広島県の土砂災害と国

全体における土砂災害の防災対策の関係は深

いといえる。 

 

(1) 平成11年６月災害と土砂災害防止法制定 

 平成11年６月、広島県の広島市及び呉市を
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中心に、集中豪雨による土砂災害が発生した。

被災箇所は、土石流等災害で139箇所、がけ崩

れ災害で186箇所にも及び、土砂災害による死

者は24名、家屋全壊65棟等、近年にない大規

模な土砂災害となった。特に、被害は都市近

郊の新興住宅地に集中し、都市型の土砂災害

と位置付けられる4。 

被災地においては、土砂災害の危険性の認

識もないまま被災した可能性があり、また、

新たな宅地開発が進むことで土砂災害のおそ

れがあり、危険箇所を全て対策工事によって

安全にするには膨大な時間と費用を要するこ

とが課題とされた。そうした中、危険箇所は

年々増加・拡大する状況にあった5。 

この災害における被害の教訓を踏まえ、災

害以前から通達等に基づき実施されていた危

険箇所に係る情報提供や警戒避難措置につい

て法的根拠を設けるとともに、立地抑制策の

充実を図るものとして、平成12年４月、土砂

災害防止法が制定された。砂防三法が原因地

におけるハード対策（砂防工事等）に関する

ものであったのに対し、土砂災害防止法は被

害を受ける区域に着目したソフト対策の法律

として制定されたのが大きな特徴である。同

法では、都道府県による基礎調査を基に、都

道府県知事が客観的な指標に基づき、土砂災

害により住民等の生命又は身体に危害が生ず

るおそれのある区域を土砂災害警戒区域（イ

エローゾーン）に指定し、その区域における

市町村地域防災計画に情報伝達、警戒避難体

制に関する事項を定めるといった警戒避難体

制を整備すること、住宅や要配慮者利用施設

に係る開発行為の制限や建造物の構造規制を

講じる土砂災害特別警戒区域（建築物に損壊

が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が

 
4 広島県「平成11年６・29豪雨災害（広島市・呉市）」<https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/100/1171538334545.

html>（2025.8.12 閲覧） 
5 国土交通省「平成23年度 政策レビュー結果（評価書） 土砂災害防止法」（2012.3） 
6 前掲注５ 

生ずるおそれのある区域、レッドゾーン）の

指定を行うこととされた。平成15年３月には、

全国初の土砂災害警戒区域が広島県において

指定された（13区域）。 

 

(2) 平成17年改正及び平成22年の土砂災害防

止法の改正 

 平成17年には、警戒避難体制の充実を図る

ため、土砂災害情報等の伝達方法や避難場所

等について、市町村長が作成する土砂災害ハ

ザードマップ等により周知徹底すること等を

内容とする改正が行われた（Ⅰ３⑴イ参照）。 

平成22年には、地震等による河道閉塞（天

然ダム）に伴う大規模な土砂災害の発生が予

想される場合等における緊急調査の実施等の

対応を内容とする改正が行われた。 

 

(3) 平成26年８月豪雨と同年の土砂災害防止

法の改正 

 平成26年８月、広島市などを中心に集中豪

雨による土砂災害が発生し、死者77名（災害

関連死３名を含む。）に上るなど甚大な被害が

生じた。 

災害発生当時、土砂災害警戒区域等の指定

の基礎調査すら完了していない自治体も多く、

大規模な被害のあった広島市安佐南区の阿武

山南麓地域では基礎調査は既に実施されてい

たものの、土砂災害警戒区域等の区域指定は

なされていなかった。発災以前から、基礎調

査については予算等の制約が、区域指定につ

いては、地価下落の懸念や構造規制への住民

の不満が生じること等が理由となって、進捗

の遅れが指摘されてきたところであり、住民

に土砂災害のハザードが十分伝わっていない

ことが当時の課題として指摘されている6。 
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こうした状況を踏まえ、同年11月の土砂災

害防止法改正により、都道府県による土砂災

害警戒区域等の指定のための基礎調査の結果

の公表が義務付けられた。これにより、土砂

災害警戒区域に指定される以前でも、地域の

土砂災害リスクを認識することが可能となっ

た。また、警戒避難体制の充実等が図られた。 

予算面でも、平成27年に新たに基礎調査の

実施に対して優先的に防災・安全交付金を配

分する制度が創設された。 

 

(4) 平成29年の土砂災害防止法の改正 

 平成29年には、水防法の改正とともに、土

砂災害防止法についても、市町村地域防災計

画に位置付けられた要配慮者利用施設の避難

確保計画の作成及び避難訓練の実施の義務付

けについて規定する法改正がなされた。 

 

(5) 平成30年７月豪雨災害（西日本豪雨） 

 平成30年７月、西日本を中心とする集中豪

雨により広域で土砂災害が発生し、近年の土

砂災害の中でも特に大きな被害が生じた。広

島県内では、広島市安芸区や呉市、坂町、熊

野町を中心に被害が発生し、土砂災害による

死者が87名に上る甚大な被害が生じた。全国、

広島県内ともに、土砂災害による死者で被災

位置が特定できた者のうち約９割は土砂災害

警戒区域等で被災しており7、発災前に避難行

動を促す情報も発令されていた。 

 このような状況を踏まえ、住民自らの行動

に結びつく情報の提供・共有方法を充実させ

るため、マスメディア等も含めた多様な関係

者によるプロジェクトが始動した。 

 

 

 

 
7 国土交通省「平成 30 年７月豪雨災害の概要と被害の特徴」７頁<https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/hazar

d_risk/dai01kai/dai01kai_siryou2-1.pdf>（2025.8.29 閲覧） 

(6)「流域治水『砂防』」と令和３年の土砂災

害防止法、特定都市河川浸水被害対策法等

の改正 

 平成30年７月豪雨等の近年の災害を踏まえ、

令和２年７月、国土交通省の社会資本整備審

議会は、気候変動に伴い、頻発・激甚化する

水害等に対し、河川流域全体のあらゆる関係

者が協働し、流域全体で水害を軽減させる「流

域治水」への転換を提言した。 

 土砂災害に関わる砂防分野についても、流

域治水の考え方に基づく取組として、①氾濫

をできるだけ防ぐ、減らすための対策、②被

害対象を減少させるための対策、③被害の軽

減、早期復旧・復興のための対策がハード・

ソフト一体で多層的に進められている。 

ソフト対策の観点からは、土砂災害リスク

を踏まえた防災まちづくりとして、レッドゾ

ーンからの移転等によるリスク回避と、まち

づくり計画における居住を誘導すべき区域等

を保全するための砂防関係施設の重点整備を

適切に組み合わせた早期の防災まちづくりの

実現、土砂災害警戒区域等の速やかな指定の

ための２巡目以降の基礎調査の推進などが行

われており、まちづくり・河川・林野部局、

民間事業者、住民などあらゆる関係者と連携

し、保全対象を中心に安全安心で賑わいの在

る居住空間を創出するとされている。 
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（図表１）流域治水『砂防』の概念図 

 

（出所）国土交通省資料「流域治水『砂防』～流域治

水における砂防の取り組み～」（2024.1） 

 流域治水の実効性を高めるため、令和３年

に特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改

正する法律が整備され、土砂災害防止法では、

要配慮者利用施設の避難計画等に市町村が助

言・勧告できる制度を創設する改正がなされ

た。 

このほか、令和３年５月には、改正災害対

策基本法等において、市町村が住民等に提供

する災害時の避難情報の在り方が見直された。 

 

(7) 令和３年８月豪雨災害 

 令和３年８月、広島市を中心とする集中豪

雨により土砂災害が発生し、広島市西区、安

佐北区などで大きな被害が生じた。近年の土

砂災害の中では比較的被害は少なかったもの

の、広島における土砂災害対策の必要性を改

めて認識させられる災害となった。 

 

 
8 国土交通省「土砂災害警戒区域等の指定状況等」<https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/linksinpou.html>（2025.8.

22 閲覧） 

（図表２）広島県における近年の土砂災害 

平 成 11 年

６月 

集中豪雨（広島市など） 

（最大時間雨量81.0mm） 
24名 

平 成 26 年

８月 

集中豪雨（広島市） 

（最大時間雨量121.0mm） 
77名 

平 成 30 年

７月 

集中豪雨（広島県南部） 

（最大時間雨量63.0mm） 
87名 

令 和 ３ 年

８月 

集中豪雨（広島市） 

（最大時間雨量31.0mm） 
１名 

（出所）国土交通省資料、広島県資料等 

 

３ 避難行動につなげる平時のソフト対策 

 土砂災害では比較的早くからソフト対策の

重要性が認識されてきた一方で、近年でも多

数の人的被害が生じており、実際の避難行動

につなげるため、先述した土砂災害防止法に

基づく土砂災害警戒区域の指定や避難体制の

整備に加え、災害伝承に関する取組や、地域

防災を担う人材確保・育成なども行われてい

る。本項では、避難行動につながるための平

時における全国的な取組を概観する。 

 

(1) 危険性を知る（土砂災害ハザードマップ・

災害伝承） 

ア 土砂災害警戒区域等の指定8 

土砂災害警戒区域等に関しては、令和元年

度までに一通りの基礎調査が完了し、それら

の箇所については、令和３年度末までに区域

等の指定が概ね完了している。現在、より高

精度な地形情報を活用して指定基準を満たす

箇所の抽出精度を向上させる２巡目の基礎調

査が継続されている。 

 令和７年３月末現在、全国で調査結果を公

表済みの区域708,443箇所のうち、土砂災害警

戒区域が702,270箇所（うち特別警戒区域

603,643箇所）に指定されている。 
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警戒区域の指定が平成26年の災害時（平成

26年度末395,894箇所）などと比べて大きく進

む一方、土砂災害警戒区域のうち、被害軽減

対策が行われた区域の割合は令和４年度末で

22.2％と低水準にあり、今後は警戒区域にお

ける対策の推進、警戒区域の周知が課題とい

える。 

また、２巡目の調査の実施及びその結果を

公表し、新たに土砂災害警戒区域に指定され

た区域についての周知を行うなど、引き続き

住民への周知を図ることは必要である。 

イ 土砂災害ハザードマップ 

 土砂災害ハザードマップは、土砂災害防止

法に基づき、土砂災害情報等の伝達方法や避

難場所等について周知徹底するため、市町村

長が作成するものである。令和６年３月末時

点で、土砂災害警戒区域を指定済み又は指定

予定の市町村（全国で1,601。広島県では23）

のうち沖縄県の一部を除く全ての市町村で、

公表済みとなっている9。 

一方、土砂災害ハザードマップの周知の面

では課題も指摘されてきたところであり10、

土砂災害リスクの高い広島県の調査からも認

知の不足がうかがえる。広島県内在住の満18

歳以上の男女5,000人を対象とした広島県に

よる令和６年度の県民意識調査11によれば、

土砂災害に限らない「災害の危険性の有無を

知ったきっかけ」について、「ハザードマップ」

を挙げた者は4.3％にとどまり、最も多いのは

「自分でパソコンを使ったり、人に聞いたり

して調べた」の42.1％だった。また、「土砂災

害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の認知度」

について、29歳以下では約50％、30歳代～50

 
9 公益社団法人 日本河川協会『2024 河川ハンドブック』（2024.11）85-86 頁 
10 佐藤史弥・秦康範ほか「住民の土砂災害ハザードマップの判読に関する調査研究」『自然災害科学』44巻１号（2025）31-

44 頁 
11 広島県「令和６年度 防災・減災に関する県民意識調査結果」<https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/249/kenmin

ishiki.html>（2025.8.14 閲覧） 
12 広島県「令和５年度 防災・減災に関する県民意識調査結果」（前掲注11と同 URL）（2025.8.14 閲覧） 

歳代でもそれぞれ30％超が「分からない」と

回答しており、自宅が土砂災害警戒区域・土

砂災害特別警戒区域に立地しているかどうか

を知らない住民も少なくない。 

以上から、土砂災害ハザードマップの作成・

整備が進められてきた一方で、意識調査の結

果からもわかるように、ハザードマップを十

分に活用できている住民は少なく、ハザード

マップの存在自体や、土砂災害警戒区域等に

関する自治体の広報が行き届いていない住民

が相当数存在していることが明らかになって

いる。これまで以上に住民にハザードマップ

を活用してもらい、土砂災害警戒区域等に関

する認知度を向上するため、広報紙やＳＮＳ

などを通じてより多くの住民にハザードマッ

プとその活用方法について知ってもらうため

の周知の在り方が課題となっている。 

一方、同調査によれば、「避難場所や避難経

路を確認したことがある」者がどのような方

法で確認したかについての問いでは、「市町が

配布したハザードマップ」が58.5％と最も高

くなっており、ハザードマップを認知してい

る者においては、避難場所や経路の確認につ

いては、ハザードマップが有効に活用されて

いるといえる。 

また、令和５年度の同調査12では、有識者の

指摘として、「学校でハザードマップの確認を

促すことや、マスメディア・ＳＮＳ等で居住

地域のリスク確認を促すことが有効に働く可

能性がある」とされており、地域住民にハザ

ードマップについて知ってもらい、実際に居

住地域の災害リスクを把握するために活用し

てもらうための工夫が必要となっている。 



 

118 RESEARCH BUREAU 論究（第 22 号）（2025.12） 

論 文 

ウ 災害伝承（ＮＩＰＰＯＮ防災資産）13 

 災害伝承に係る収集・広報等については、

内閣府、消防庁、国土交通省、国土地理院等

の各行政機関等によって取り組まれてきてお

り、その経緯は國廣（2024）14に詳しい。本稿

では、このうち最近の取組として、「ＮＩＰＰ

ＯＮ防災資産」について取り上げる。 

 国土交通省が設置した「水害リスクを自分

事化し、流域治水に取り組む主体を増やす流

域治水の自分事化検討会」（委員長：小池俊雄 

国立研究開発法人土木研究所水災害・リスク

マネジメント国際センター長）における令和

５年８月の取りまとめでは、流域治水の普及

施策の１つとして、水害伝承に関する情報（コ

ンテンツ）の普及・拡大が重要であるとされ

た。これを受け、同年９月には（一財）国土

技術研究センターを事務局とした「災害の自

分事化協議会」（会長：今村文彦 東北大学災

害科学国際研究所 教授（津波工学））が設置

され、水害伝承に関する良質な情報の普及・

拡大のための方策についての議論が行われた。

国土交通省は、ここでの議論や、令和６年元

日の能登半島地震も踏まえ、同年５月、水災

害に限らず、あらゆる自然災害を対象として、

地域で発生した災害の状況を分かりやすく伝

える施設や災害の教訓を伝承する活動などを

「ＮＩＰＰＯＮ防災資産」として国土交通大

臣と防災担当大臣が認定する制度を新たに創

設した。 

 令和６年９月には第１回の選定が行われ、

優良認定11件、認定11件の計22件の災害伝承

施設や災害伝承の取組が認定された。 

両大臣の認定によって、全国各地における

優良な事例がブランド化されれば、地域住民

からの認知度が向上するのみならず、他地域

 
13 国土交通省水管理・国土保全局河川計画課「『ＮＩＰＰＯＮ防災資産』の認定に関する取組」『新都市 第 79巻第１号』都

市計画協会（2025.1）80頁 
14 國廣勇人「災害伝承を取り入れた学校現場での防災教育」『RESEARCH BUREAU 論究』第 21号 衆議院調査局（2024.12） 
15 国土交通省「第１回『ＮＩＰＰＯＮ防災資産』の深化を考える会開催結果概要」<https://www.mlit.go.jp/river/bousai

/bousai-shisan/pdf/shinka_r7_gaiyo.pdf>（2025.8.22 閲覧） 

に対する手本としての横展開や取組の一層の

活性化により、各地域の防災力向上につなが

ることが期待されている。国土交通省は、今

後、認定された防災資産を通じて、住民が過

去の災害の教訓や今後の備えを理解すること

で、災害リスクを自分事化し、主体的な避難

行動や地域に貢献する防災行動につなげてい

くとしている。 

 なお、認定制度には一定の有効期間が設け

られており、活動等が引き続き良質なもので

あるかの確認等を行った上で、有効期間が更

新される こととなっている。また、第２回認

定の募集も行われており（令和７年８月７日

現在）、今後更に認定案件が広がることで、認

知度の向上や関心の高まりにつながることが

期待される。 

 令和７年２月には、第１回「『ＮＩＰＰＯＮ

防災資産』の深化を考える会」が開催され、

優良認定を受けた関係者による意見交換・議

論が行われた15。同会では、災害伝承活動にお

ける課題として、語り部やガイドの高齢化、

事業継続のための予算確保、学校教育との連

携の重要性、外国人利用者への対応の必要性

等について議論がなされた。特に、学校教育

との連携についての議論では、「自然の恐れ」

（災害リスク・災い等のマイナス面）と「自

然の恵み」（プラス面）の両方に触れる内容に

する必要性や、座学だけでなく、実験・現地

見学等を通じた体験的な学びができるように

配慮する必要性が指摘された。 

 

(2) 備える（防災計画の作成） 

ア 地域防災計画 

 地域防災計画は、災害対策基本法において

地方自治体に作成義務等が課せられており、
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都道府県地域防災計画と市町村地域防災計画

がある16。このうち、市町村地域防災計画は、

市町村防災会議において作成され、市町村の

区域における災害予防、災害応急対策、災害

復旧に関する事項を主な内容としている。災

害応急対策の一つである、情報の収集、伝達、

避難、救助等に関する事項については、土砂

災害に関しては土砂災害防止法において記載

すべき内容が規定され、数次の改正で充実が

図られてきた。 

イ 地区防災計画 

 地区防災計画は、平成25年の災害対策基本

法の改正により、地区居住者等が市町村と連

携しながら、「自助」・「共助」による自発的な

防災活動を推進し、地域の防災力を高めるた

めに創設された制度で、地区居住者等が地区

防災計画（素案）を作成し、市町村地域防災

計画に地区防災計画を定めるよう、市町村防

災会議に提案できることとされている。 

 「令和７年版 防災白書」によれば、令和６

年４月１日現在、43都道府県244市区町村の

2,727地区の地区防災計画が地域防災計画に

定められており、46都道府県463市区町村の

7,701地区で計画策定に向けた活動が行われ

るなど、今後は、地区防災計画制度の更なる

浸透が期待されている。 

 同白書によれば、令和５年度中に地域防災

計画に定められた地区防災計画の作成主体は、

およそ70％が自主防災組織によるもので、作

成のきっかけは行政側からの働き掛けによる

ものがおよそ76％となっており、行政と住民

の協働によって作成が進められているといえ

るとともに、作成に当たっては行政による後

押しも必要であると考えられる。 

 内閣府の「地区防災計画ガイドブック」（令

和７年４月）によれば、地区防災計画の内容

 
16 このほか、地方の相互間における都道府県相互間地域防災計画、市町村相互間地域防災計画もある。 
17 国土交通省「マイ・タイムライン」<https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/tisiki/syozaiti/mytimeline/

index.html>（2025.8.29 閲覧） 

は、①平常時、②災害警戒時、③応急対策時、

④復旧・復興時に分けることができるとされ、

①は防災訓練や食料等の備蓄、②は避難行動

や安否確認、③は避難の支援や避難所運営、

④は被災者に対する地域コミュニティ全体で

の支援などが具体的な内容として示されてい

る。 

 同ガイドブックでは、①の平常時の防災の

活動の例として、防災マップ作成、避難経路

の確認、防災教育等の普及啓発活動が挙げら

れており、各種地域団体や学校、防災士会等

との連携も必要とされている。 

 土砂災害については、国土交通省が「土砂

災害に関する地区防災計画作成のための技術

支援ガイドライン」を公表し、取組を推進し

ている。 

ウ マイ・タイムライン 

 マイ・タイムラインとは、いつ起こるか分

からない災害から自分や家族の命を守るため

の「自らの防災行動計画」のことで、平成27

年９月関東・東北豪雨における避難の遅れや

避難者の孤立の発生を受けて、住民一人ひと

りの単位で、水防災に関する知識と心構えを

共有し、事前の計画等の充実を促すためのツ

ールとして開発された17。具体的には、身の周

りの災害危険箇所、避難先、避難経路、避難

のタイミングなどをあらかじめ確認し、チャ

ート図等を用いて整理することによって、い

ざという時に慌てずに避難できるように活用

することを目的に、住民自身が作成するもの

である。 

 現在は各地域において取組が進められてお

り、国土交通省は「地域におけるマイ・タイ

ムライン事例集」を公表するなど、取組を推

進している。 

地区防災計画ガイドブックの地区防災計画
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事例集によれば、地区防災計画の策定に当た

って各住民の「マイ・タイムライン」を踏ま

えて「コミュニティ・タイムライン」を検討

し、地区防災計画の素案に盛り込んだ事例も

ある。地区の住民が話し合いながら計画の素

案を作成することは、その過程において自分

の住む地区の災害リスクの認識や、住民間、

組織間の連携強化につながり、その後の防災

の取組を進める上でも意義のあることといえ

る。 

 

(3) 地域防災の人材確保・育成 

ア 防災士 

 防災士は、自助、共助、協働を原則として、

社会の様々な場で防災力を高める活動が期待

され、そのための十分な意識と一定の知識・

技能を習得した者を日本防災士機構が認証す

る民間資格制度である。 

 同機構によれば、令和７年９月末現在、

331,462名が認証されており、認証者数は近年

増加を続けている。 

 地域防災力の向上等のため、様々な自治体

が防災士の養成講座の開催や資格取得のため

の助成等を行っている。こうした助成制度の

多くは、資格取得後に地域の自主防災組織に

おいて活動することや、市区町村の防災士名

簿に登録することなどが条件とされている18。 

費用19の自治体負担により、個人で資格を

取得しようとする場合よりもハードルは低く

なることから、こうした取組が全国に広がる

 
18 一例として、東京都武蔵村山市では、防災士の資格取得後、積極的に市や地域が行う防災訓練に参加するとともに、災害

時において、避難所運営に協力できる、市及び地域が策定する防災に関する計画に係る意見聴取に協力できるなどの条件を

満たした市民を対象に、資格取得に係る費用を全額補助している。（武蔵村山市「令和７年度 防災士資格取得支援事業」<

https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/bousai/saigai/1021251.html>（2025.8.20 閲覧）） 
19 防災士資格を取得するに当たっては、防災士養成研修講座の参加費（実施期間により異なる）防災士教本代4,000 円、防

災士資格取得試験受験料3,000 円、防災士認証登録料」5,000 円が必要となり、概ね６万円を超える。 
20 総務省「自主防災組織等の充実強化方策に関する検討会」（2017.2.9）公表のアンケート結果によると、町内会単位で町

内会と同じ組織である団体が約57％、町内会単位でその一部の会員で組織を構成している団体が約12％。 
21 三好岩生「土砂災害危険地における住民の防災意識と自主防災活動の課題」『砂防学会誌』vol.72, NO.1（2019）12-20 頁 
22 自主防災組織がその活動範囲としている地域の世帯数／管内世帯数。各データは「令和６年度 消防白書」又は「平成 26

年度版 消防白書」による。 

ことが期待される。 

防災士資格を取得した住民には、自治体に

よって呼称に差異はあるものの、「地域防災リ

ーダー」などと呼ばれる各地域における防災

リーダー的存在として、自治会や町内会、自

主防災組織等において、積極的に活動し、各

地域において防災に関する知見を広めること

が期待されている。 

イ 自主防災組織 

 自主防災組織は、昭和34年の災害対策基本

法制定時から、同法において「住民の隣保協

同の精神に基づく自発的な防災組織」として

位置付けられ、自治会単位で組織されるもの

が多い20。また、同法においては、国や地方公

共団体に自主防災組織の育成や充実が責務と

して課されており、1,024市区町村で資機材の

購入費及び運営費等に対する補助が、176市区

町村で現物支給が行われ、国も「自主防災組

織等活性化推進事業」により担い手確保等を

推進している。 

自主防災組織の当初の結成率は低く、結成

が強く推奨されるようになったのは平成７年

の阪神・淡路大震災以後とされる21。令和６年

の全国における自主防災組織のカバー率22は

85.4％で、10年前の平成26年の80.0％から増

加している。ただし、広島県では95.0％など

90％以上の都道府県がある一方で、東京都で

は78.0％、千葉県では69.3％と都道府県によ

って差があるのも現状である。また、実際に

はほとんど活動が行われていない例も多いこ
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とが指摘されており23、カバー率の高さが実

態を伴っているかは疑義がある。 

 土砂災害に対する自主防災組織の役割は、

主に、情報伝達・呼びかけ、避難経路の点検、

持ち出し物の用意、避難誘導、避難生活の助

け合いなどがあるとされる24。 

ウ 砂防ボランティア25 

 砂防ボランティアは、平成７年１月の阪神・

淡路大震災において、全国各地の砂防関係技

術者が集まり、土砂災害危険箇所の緊急調査

を実施したことを契機としたもので、「土砂災

害から地域住民を守るため、その意欲があり、

また砂防に理解や知識のある人々のボランテ

ィア活動の総称」と定義付けられている。平

成８年からは、砂防ボランティア協会が組織

され、同協会が中心となって活動している。 

 砂防ボランティアは、平常時には、土砂災

害に関する知識の普及・啓発、講習会の講師

派遣、土砂災害警戒区域等の指定のための住

民説明会の支援などが行われており、住民の

土砂災害の防災意識の向上に貢献している。

また、災害時には、土砂災害危険箇所等の緊

急点検等に取り組み、被災地の復旧・復興に

貢献している。 

 

４ 広島県における取組事例 

 広島県では、これまでの災害を踏まえた防

災の取組が、県全体での取組として行われて

いる。本項では、広島県によるソフト対策の

取組の中でも、地域防災や住民個人の避難行

動につながるための施策を紹介する。 

 

 
23 前掲注21 
24 李旉昕ほか「土砂災害に対する地域防災のステークホルダーの関係性について―日本と台湾の比較を通じて―」『自然災

害科学』J.JSNDS 42-1 53-65（2023） 
25 （一財）砂防フロンティア整備推進機構「「砂防ボランティア」とは」<https://www.sff.or.jp/volunteer/about/>（2025.8.21

閲覧） 
26 広島県「自らの防災行動計画を作ろう「ひろしまマイ・タイムライン」」<https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/2

49/hiroshima-mytimeline.html>（2025.8.21 閲覧） 
27 広島県「広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動とは」<https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/249/minnnadege

nnsai.html>（2025.8.21 閲覧） 

(1) ひろしまマイ・タイムライン26 

 広島県では、「ひろしまマイ・タイムライン」

として、住民によるマイ・タイムラインの作

成を推進しており、令和７年２月の県民意識

調査結果によれば、21.4％ではあるが、マイ・

タイムラインが作成されている。特に子育て

世帯において作成されており、これは、学校

における防災教育が家庭における防災意識の

向上に繋がっていると考えられ、学校が行政

から住民への防災の橋渡し役になっていると

いえる。 

 ひろしまマイ・タイムラインは、防災教育

においても活用されており、広島県では小学

生向けの防災教材を作成し、県内の各小学校

等に配布している。 

 令和６年度の県民意識調査においては、「マ

イ・タイムラインを作成してどう感じたか」

という質問に対する回答として、「適切に作れ

ているか不安である」が26.5％、「災害時に本

当に役立つか疑わしい」が14.9％など作成方

法の難しさやその活用方法が課題となってい

る。 

 なお、こうした取組は、他の都道府県でも

行われており、東京都では「東京マイ・タイ

ムライン」として、広島県と同様に手書きで

作成するための用紙や専用のアプリの提供な

どを行っている。 

 

(2) 広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運

動27 

 広島県は、平成26年８月豪雨を踏まえ、「災

害死をゼロにする」という目標の下、県民及
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び自主防災組織等が災害から命を守るために

適切な行動をとることができるよう、平成27

年３月に、「広島県『みんなで減災』県民総ぐ

るみ運動条例」を制定した。 

同条例に基づき、「知る」「察知する」「行動

する」「学ぶ」「備える」の５つを行動目標に、

「災害に強い広島県」の実現を目指し、県民、

自主防災組織、事業者、行政などが一体とな

って運動を行っている。 

 施策を所管する同県の「危機管理監みんな

で減災推進課」においては、先述したマイ・

タイムラインの作成の推進のほか、防災教室

や防災訓練の実施、災害再現ＶＲの配信など

も行っており、県民の防災意識向上に取り組

んでいる。 

 

５ 広島市における取組事例 

 広島市では、前述のとおり、平成26年８月

豪雨災害、平成30年７月豪雨災害などにおい

て甚大な被害を受けた。 

筆者は、両災害も踏まえた広島市における

土砂災害の防災に関する取組について、令和

７年７月25日、広島市役所において、広島市

危機管理室災害予防課の脇田知茂主査、同市

都市整備局都市整備調整課復興まちづくり係

の橋平剛史主任技師より聞き取り調査を行っ

た。本項では、同調査の内容を基に、広島市

における地域防災への支援、災害伝承の取組

についての事例を紹介する。 

 

(1) 地域防災の担い手確保・防災士資格取得

支援 

 広島市においては、地域防災の担い手確保

のため、防災士資格取得の講座開催を通じて、

地域防災リーダーを養成している。広島市地

域防災リーダーは、「防災に関する知識を有し、

防災活動の面で自主防災組織の会長をサポー

トする人材」とされ、自主防災組織の推薦を

受け、防災士の資格を取得した者が務めるこ

ととされている。 

防災士資格取得のための講座は、広島市が

主催して行っており、本人の費用負担なしで

受講可能である。 

 本制度を活用して防災士資格を取得した者

は令和６年度までに1,771名で、毎年度200名

程度が新たに資格を取得していることから、

市民からは一定程度の関心があることが分か

る。一方、脇田主査は、土砂災害などがこれ

まで発生してこなかった地域では、被災経験

のある地域と比べて関心が低く、地域によっ

て資格取得者に偏りがあるため、過去に災害

を経験した地域とそうでない地域での防災意

識の差が出ていると指摘している。 

防災士資格を取得した市民に対しては、そ

の後も資格を活かし、地域防災の担い手とし

て活動してもらうため、広島市では、「防災士

フォローアップ研修」を実施している。また、

地域の防災マップの作成や避難所の開設・運

営に関する講習、各地域の防災リーダーが交

流する合同交流会なども実施している。令和

４年度には、広島大学の熊原康博教授が講師

となり、地域の地形図から過去の災害や地域

の歴史を読み取る研修が開催された。熊原教

授は、この研修について、地形図の読み取り

により、災害だけに限らず、地形を活かした

暮らしにも目を向けてもらうことが目的で、

熱心な参加者も多く反響は良かったが、今後

は各地域のオーダーメイドに対応して行えれ

ば望ましいと指摘している。 

なお、広島市のように、自治体などが主催

する防災士養成講座は、日本防災士機構によ

ると、29の府県、40の市町等、48の大学等研

究機関等において実施されている（令和６年

度実績）。大学等研究機関による講座は全国的

に広がっている一方、自治体については西日

本が中心となっており、養成講座を実施する

自治体には偏りも見られる。 
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(2) 地域防災の取組支援 

ア わがまち防災マップ 

 「わがまち防災マップ」は、地域主体で作

成する防災マップのことで、市内各地域の自

主防災組織が中心となって区役所、消防署等

と連携し、土砂災害警戒区域等のハザード情

報を基に、地域の避難場所や避難ルート上の

危険情報等を記載するもので、広島市ではそ

の作成支援を行ってきた。令和５年度までに、

市内全地区（市内全ての自主防災組織）で作

成が完了し、一部は市のホームページ上でも

公開されている。 

 マップ作成は、①作成地域の決定、②市が

派遣したアドバイザーによる作成説明会、③

住民による話し合い、④図上訓練による地域

の防災上の問題点の洗い出し、⑤危険箇所の

目視確認などをするためのまち歩き、⑥マッ

プの作成・印刷といった流れで行われる。 

 防災マップの中には、災害伝承を取り入れ

たものとして、災害現場の写真を掲載したり、

過去の災害についての説明を加えたりしてい

る例もみられる28。 

 脇田主査は、わがまち防災マップの意義と

して、災害の危険性などを地域で共有するた

めに災害を可視化するためのツールであり、

作成をゴールとするのではなく、スタートと

して、図上訓練やまち歩きに参加してもらっ

たり、家庭や地域の日常的なイベントなどで

使ってもらったりすることで、普段から避難

場所や経路の確認をしておくことが重要と指

摘している。 

 また、熊原教授は、実際に街を歩いたり、

写真を撮ったりして作成するというところに

意義がある取組であり、行政のハザードマッ

 
28 広島市「井口５丁目「防災マップ」<https://www.city.hiroshima.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/0

13/447/242123.pdf>（2025.8.20閲覧）、広島市「幸崎団地地区わがまち防災マップ【保存版】」<https://www.city.hirosh

ima.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/013/447/242621.pdf>（2025.8.20 閲覧） 
29 松澤真ほか「土砂災害から命を守るための予防防災の取組（Ⅰ）～長野県辰野町の土砂災害ハザードマップと住民参加型

防災マップの作成～」『水利科学』No.382（2021） 

プを写すだけといったことにならないような

注意が必要であると指摘している。 

 地域における防災マップづくりについて、

災害時に実際に住民に活用される防災マップ

とするためには、災害が発生しやすい位置情

報だけでなく、地域住民の情報（過去に災害

のあった箇所、危険な水路、狭い道など）、避

難施設の位置など地域特有の情報を加味する

必要があり、作成に当たっては、地域住民に

も山に入ってもらい、土砂災害の危険性を肌

で感じてもらうことも重要であるとの指摘が

ある29。 

広島市においては、アドバイザーの派遣か

ら印刷費用の負担までを地域主体で行えるよ

う支援するものであり、各地域においてマッ

プ作成が行われることによって、住民が自分

の地域について災害の危険性等を理解し、避

難行動に結び付けることにつながると考えら

れる。 

一方、地域の全住民が作成に携わることは

難しいため、作成に携わらなかった住民に対

しても、マップの活用方法等について、分か

りやすく発信していく必要があると思われる。 

イ 地域における防災訓練の支援 

 広島市では、自主防災組織が実施する防災

訓練に必要な物品等の購入などの経費を補助

し、防災訓練の実施の促進や内容の充実を図

る施策として、小学校区単位の組織に対して

は年間15万円、町内会単位の組織に対しては

年間５万円を上限に補助を行っているほか、

資機材購入経費として５万円を５年に１回補

助している。補助対象となる訓練は、避難訓

練や指定避難所運営訓練、応急訓練、防災意

識啓発活動など多岐にわたり、各地域でこれ
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を活用した訓練が実施されている。 

 

(3) 住民個人に向けた災害伝承・防災意識向

上のための取組 

ア 水害碑リーフレット 

 広島市では、過去の災害を受けて建立され

た水害碑（自然災害伝承碑）が各地に存在す

る。これらをマップ化したものとして、「水害

碑が伝えるひろしまの記憶―過去が教えてく

れること―」というリーフレットを作成して

いる。過去にどのような場所で、どのような

災害が起きたかを地図上で確認することがで

き、自分の目で災害現場を見に行くきっかけ

の一つにもなると考えられる。 

 

（図表３）「水害碑が伝えるひろしまの記億―

過去が教えてくれること―」（抜粋） 

 

 

イ ひろしま避難誘導アプリ「避難所へＧo！」 

 ひろしま避難誘導アプリ「避難所へＧo！」

は、災害が発生する前に住民に適切な避難行

動を取ってもらうための防災アプリで、避難

情報などの緊急情報のほか、位置情報を活用

した現在地の危険度、最寄りの避難所へのル

ートの確認ができる。また、土砂災害警戒区

域等のハザードの確認や、防災ハンドブック

の閲覧、水害碑の位置の確認などもできるた

め、平時からの利用と災害時の利用の双方に

対応したアプリとなっており、令和７年７月

現在で、12万ダウンロードを超えている。 

 ひろしま避難誘導アプリは、スマートフォ

ンで手軽に防災情報を確認できることから、

住民が防災をより身近に捉えるための貴重な

ツールになると考えられる。 

なお、こうした防災アプリは、行政が配信

するものでは、東京都の「東京都防災アプリ」、

宮城県の「みやぎ防災」、民間事業者によるも

のでは「Yahoo！防災速報」などがあり、平時

にも災害時にも活用できるような機能が搭載

されている。 

ウ 広島市豪雨災害伝承館 

 平成26年８月豪雨災害での被害を踏まえ、

広島市安佐南区梅林学区の住民が広島市に対

して、住民自らが運営を担う復興交流拠点施

設の設置を提案した。これを受けて、広島市

は「広島市豪雨災害伝承館条例」（令和４年６

月17日 条例第31号）に基づき、広島市豪雨災

害伝承館を設置した（施設の機能、活動状況

等については後述）。 

同条例では、伝承館の設置の目的として、

「平成26年８月豪雨による災害を始めとする

自然災害から得られた教訓及び知識を伝承し、

防災又は減災に関する学習の機会を提供する

ことにより、市民の防災意識の高揚、地域に

おける防災活動の促進等防災まちづくりの推

進を図る」こととされ、①豪雨による災害を

始めとする自然災害から得られた教訓及び知

識の伝承に関する資料の収集、保管、展示及

び供用、②防災又は減災に関する学習の機会

の提供、③その他市長が必要と認める事業を

行うこととされている。条例においても、「学

習の機会の提供」が事業内容として定められ

ており、資料の展示にとどまらず、防災学習

によって市民の防災意識の向上に資すること

が期待されている。 

 

６ 坂町における取組事例 

 筆者は、広島県安芸郡坂町における、平成

30年７月豪雨災害における被害を踏まえた土

砂災害を中心とした防災に関する取組につい

て、令和７年７月25日、坂町災害伝承ホール
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において、坂町の小田嘉幸技監兼建設部長、

同町民生部環境防災課の窪野稔課長、同町建

設部建設課の藤本大一郎課長補佐、同町民生

部環境防災課危機管理室の永田幹雄室長より

聞き取り調査を行った。本項では、同調査の

内容を基に、坂町における防災、地域防災へ

の支援、災害伝承の取組についての事例を紹

介する。 

 

(1) 地域防災の担い手確保 

 坂町では、地域防災の担い手確保のための

施策として、地域防災リーダー養成講座を実

施しているほか、令和元年度からは、広島市

主催の防災士養成講座に参加する町民の防災

士資格の取得支援を行っている。 

 坂町には13の自主防災組織があり、避難訓

練や防災マップ作成が行われているが、各組

織の活動内容には温度差があり、平成30年７

月豪雨での被害状況によっても異なるとのこ

とである。 

 

(2) 地域防災に対する町としての支援 

 自主防災組織や自治会等が自主的に避難訓

練や防災に関する講演を実施した場合、備蓄

品の配布や講師の紹介、講師謝金を町費で負

担しているほか、講演等に町職員がオブザー

バー参加する場合もあり、町民が主体となっ

た防災の取組を支援している。 

 

(3) 町による啓発活動等 

 坂町では、毎年７月６日を坂町独自の「防

災の日」として設定し、黙とうのお願いを防

災行政無線で放送している。また、出水期前

には、町民センター等において、防災パネル

の展示や広報誌での啓発などが行われており、

平成30年７月豪雨の被害を風化させないため

の取組が行われている。 

 

 

(4) 町による災害伝承の取組 

ア 坂町災害伝承ホール 

 平成31年３月の坂町土砂災害対策有識者委

員会の「平成30年７月豪雨災害時の坂町にお

ける避難対応等の検証と今後の適切な避難行

動の支援に向けた提言」では、「災害碑を活用

した防災教育や地域における災害の歴史・教

訓を具体的に後世に伝え、継承していく取組

を継続的に実施すべきである」とされた。そ

の後坂町が策定した「平成30年７月豪雨災害

坂町復旧・復興プラン」では、災害を風化さ

せない取組として「子どもたちが災害や避難

について学べる施設を設置し、写真や映像を

通して災害の実態を伝える」との方針が示さ

れた。坂町は、同方針を踏まえ、地域住民の

津波災害一時避難場所及び災害での教訓を将

来に伝承するための教育や研修所の機能を兼

ね備えた施設として、令和４年４月に「坂町

災害伝承ホール」を開館した（施設の詳細に

ついては後述）。 

イ 災害・復興記録誌 

坂町では、令和６年３月に『坂町災害・復

興記録誌 「伝承」平成三○年七月の記憶』を

作成し、町内全世帯に配布した。窪野課長は、

坂町災害伝承公園に行くことができない高齢

者などでも、記録誌を読むことで防災に対す

る関心が生まれ、災害時の避難行動に結びつ

くのではないかと指摘された。 

 

Ⅱ 災害伝承の取組の調査 

１ 災害伝承施設・自然災害伝承碑 

 住民の防災意識を高めるには、災害の自分

事化によって当事者意識を持つことが必要で

ある。そのためには災害伝承を通して、過去

の災害や災害ハザードのある地形的特徴を知

る必要があると考えることから、災害伝承に

着目した。 
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(1) 災害伝承施設 

 全国には、過去の災害の経験や教訓を後世

に伝えるための伝承施設が数多く設置されて

いる。矢守（2013）30では、「災害を引き起こ

した自然現象のメカニズム、被害の状況、あ

るいは、被災からの復旧・復興のプロセスを

理解しあとづけると共に、そのことを通して、

犠牲者の慰霊、災害の記憶の保全、将来の防

災・減災への貢献などを主目的として、（特定

の）災害に関する諸資料や諸活動を、意図的

かつ集中的に集積・組織化した施設」を「災

害に関する博物館」と定義している。本稿で

は、このような施設を災害伝承施設とする。 

 災害伝承施設については、令和５年より「阪

神・淡路大震災記念 人と防災未来センター」

の呼びかけで「日本災害伝承ミュージアム・

ネットワーク」として全国の施設マップ化等

が始められているところであり、令和７年９

月現在、68の災害伝承施設のほか、消防組織

による展示や体験が充実した16の大型防災セ

ンター、その他６の関連施設がある。このほ

かにも、災害を伝承する施設や公園は各地に

存在し、災害の記憶を伝える取組が行われて

いる。 

 

(2) 自然災害伝承碑31 

 国土地理院の定義によれば、自然災害伝承

碑とは、「過去に発生した自然災害（洪水、土

砂災害、高潮、地震、津波、火山災害等）の

様相や被害状況等が記載されている石碑やモ

ニュメント」のことであり、当時の被災状況

を伝えると同時に、当時の被災場所に建てら

れていることが多い。 

 平成30年７月豪雨により発生した土砂災害

 
30 矢守克也『巨大災害のリスク・コミュニケーション―災害情報の新しいかたち―』ミネルヴァ書房（2013.9）168 頁 
31 国土地理院「自然災害伝承碑」について<https://www.gsi.go.jp/common/000211781.pdf>（2025.8.26 閲覧）ほか 
32 地理院地図等のデジタル地図への自然災害伝承碑の掲載については、「デジタル技術等を活用した災害伝承、教育を推進

することにより、若い世代の防災意識の向上に努めてまいりたい」とする内閣府副大臣答弁がある（第 217 回国会 参議院

行政監視委員会 令和７年４月14日）。 

で多くの犠牲者が出た広島県坂町において、

100年以上前の大水害の被災状況を伝える石

碑が現地に建立されていたものの、地域住民

にその内容が十分に伝承されていなかったと

いう経験をきっかけとして、国土地理院にお

いて自然災害伝承碑の情報の整備や公開が行

われることとなった。自然災害伝承碑は、国

土地理院の地理院地図及びハザードマップポ

ータルサイトの自然災害伝承碑表示画面で誰

でも閲覧することができる32。災害種別での

区分もなされており、伝承碑のある地域が、

過去にどのような災害に遭遇してきたかが明

らかになっている。 

 熊原教授は、自然災害伝承碑の意義につい

て、被害が大きかったところで、人通りのあ

る場所に建立されているので、「ここで災害が

起きたのだ」と知らせる効果があるとした上

で、その活用方法について、年に１度は地域

の人が街を歩いて、自然災害伝承碑周辺で勉

強会のようなことができればいいのではない

かと指摘している。 

 

（図表４）坂町の明治40年の災害伝承碑 

 （国土地理院資料） 
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２ 広島県の土砂災害伝承施設の事例 

(1) 広島市豪雨災害伝承館 

 「広島市豪雨災害伝承館」（広島市安佐南区）

における災害伝承・防災の取組（広島市によ

る設置の経緯等についてはⅠ４(3)参照）につ

いて、令和７年７月24日、同館において、畠

堀秀春副館長、同館スタッフで防災士の石井

誠氏を対象とした聞き取り調査及び展示等に

関する現地調査を行った（調査結果：図表５）。 

 

（図表５）調査結果：広島市豪雨災害伝承館 

テーマ災害 平成26年８月豪雨災害 

開館 令和５年９月 

運営形態 広島市の指定管理者として、被災し

た地域住民で構成される （一社）梅

林学区復興まちづくり協議会が運

営 

スタッフ 平成26年８月豪雨で被災した住民

を中心として、大学生のアルバイト

を含めた10名（令和７年７月現在） 

立地 災害発生現場付近に立地 

施設周辺には災害後に建設された

砂防堰堤や慰霊碑（県営緑が丘住

宅）がある 

災害を受けて建設された広域避難

路に接続 

来訪者 開館から令和７年７月までの約２

年間に延べ４万人ほどが来訪 

近隣に限らず県内外から多くの来

訪者がある 

施設 ２階には展示スペース、１階には防

災学習のための講義室 （図表６）を

設置 

展示 被害内容、災害後の復興の取組等に

関する写真パネルの展示、被災者の

証言映像の放映など 

人と防災未来センター（神戸市）の

関係者の助言、仁川百合野町地区地

すべり資料館などを参考に制作 

取組 スタッフによる語り部の活動、伝承

館周辺の被災地案内 

防災士資格を有するスタッフによ

るＡＥＤ講習等の開催 

国土交通省、気象庁、国土地理院な

どによる災害メカニズムに関する

講座等の開催 

施設の活用 近隣の学校などが防災教育の場と

して活用しており、伝承館のスタッ

フが講師となり、講話の聴講、段ボ

ールベッドづくり体験等が可能 

伝承館が立地する公園内のかまど

ベンチを活用した炊き出し訓練の

実施（各利用団体が主催） 

同館の指摘

する課題 

スタッフの中心は60代以上で、語り

部を含めた後継者の確保 

スタッフとしての収入のみでは生

活が成り立たず、若い世代がスタッ

フを務めるのが困難 

地域との 

連携 

近隣の保育園、幼稚園、小中学校な

どが防災教育のために訪問 

NIPPON 

防災資産 

優良認定（第１回目） 

知名度向上に効果 

優良認定を受け、今後は防災教育の

中身をスキルアップしたいとのこ

と 

（出所）聞き取り調査及び現地調査を基に作成 

広島市豪雨災害伝承館の指定管理者である

（一社）梅林学区復興まちづくり協議会は、

同地区において平成28年から令和５年までの

約７年間、私設私営で開設されていた「復興

交流館 モンドラゴン」（被災者の交流、伝承、

防災活動の拠点施設で、地域住民によりお好

み焼きが提供されていた）を運営していた住

民を基とした組織で、住民の提案を受けて広

島市が設置し、同交流館ではできなかった取

組（防災教育など）が同館では可能になった

（Ⅰ５(3)ウ参照）。 

同館の特徴として、被害内容やその後の復

興の道のりを伝える展示に加え、防災学習の

場としての機能を重視していることが挙げら

れ、来訪者が主体的に災害や防災について学

び、地域の内外に関わらず、自分の地域の防

災について考える機会を提供している。 

（図表６）広島市豪雨災害伝承館の講義室 

 

（筆者撮影） 
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実際に被災された住民が運営を担っている

ことから、運営スタッフは語り部としても活

動しており、来訪者は、被災当時の状況や経

験について、被災者の生の声を聴くことがで

きる。 

スタッフによる被災地案内では、災害現場

へ足を運び、どのような場所で、どのような

被害があったかについて話を聴くことができ

る。筆者も、実際に被災地案内をしていただ

いたが、現在は砂防堰堤が整備され、その場

所で災害があったことは一見分からないもの

の、その場所の地形的特徴を見たり、スタッ

フの説明を聴いたりすることで、どのような

場所にどのようなハザードが潜んでいるかに

ついて考えることができた。こうした被災地

案内は、その地域に住む人が過去の災害を知

ることにつながるだけでなく、他地域からの

来訪者にとっても、自分の住む地域のハザー

ドについて考えるきっかけになるといえる。 

熊原教授は、実際に被災地を歩くことで、

この場所はそもそも土砂災害により形成され

た扇状地に住宅が立地していること、自然災

害伝承碑から、実際の災害でどれだけの方が

亡くなったのかについて認識することができ

ると指摘している。 

 

(2) 坂町災害伝承ホール 

 「坂町災害伝承ホール」（広島県安芸郡坂町）

における災害伝承・防災の取組（坂町による

設置の経緯等についてはⅠ６(4)ア参照）につ

いて、令和７年７月25日、同ホールにおいて、

聞き取り調査（対象者はⅠ６と同一）及び展

示等に関する現地調査を行った（調査結果：

図表７）。 

 

 

 

 

（図表７）調査結果：坂町災害伝承ホール（坂

町役場） 

テーマ災害 平成30年７月豪雨災害 

開館 令和４年４月 

運営形態 坂町が運営 

スタッフ 無人 

※施設の開錠・施錠、清掃等は町役

場職員及び地域住民が担当 

立地 明治40年の土砂災害、平成30年７月

豪雨災害などで繰り返し被害を受

けてきた災害現場に建設 

来訪者 令和４年４月の開館から令和７年

６月までに延べ9,995人が来訪 

行政の視察のほか、議会議員や民生

委員なども来訪 

施設 １階建ての展示を中心とした施設

で、利用者が主催する各種研修など

の用途に応じて会議スペースを確

保するなど多様な活用が可能 

伝承ホールが建つ公園内には、明治

40年と平成30年の水害碑が並んで

建立 

展示 写真、ポスター、映像等の展示 （災

害発生時の被害状況を中心に、その

後の復興・防災の取組などに関する

もの） 

防災教育で地域の小中学生が作成

したカルタ、標語などの展示 

展示物は複数種類あり、定期的に入

れ替えを実施 

施設の活用 近隣の学校が防災教育に活用 

民生委員の団体等が、それぞれの主

催のもと、防災や治山堰堤等の研修

を実施 

坂町独自の防災週間や防災の日を

設定し、防災週間には、ボランティ

ア団体が毎年違うパネルの展示な

どを実施 

令和５年度までは町主催の追悼式

を毎年７月に行っていたが、令和６

年度からは献花台の設置のみで自

由参拝 

坂町役場の

指摘する 

課題 

現在は地域の住民が行っている土

日の開錠・施錠を今後も住民が担っ

てくれるかが懸念 

地域との 

連携 

近隣の保育園、小中学校などが防災

教育のために定期的に訪問 

NIPPON 

防災資産 

認定（第１回目） 

認定による注目の高まりを受けて、

砂防堰堤などと併せての視察も増

加 

次回更新時にも認定を目指すとの

こと 

（出所）聞き取り調査及び現地調査を基に作成 
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（図表８）坂町災害伝承ホールの展示 

 

（筆者撮影） 

 

 坂町災害伝承ホールは、普段は無人の施設

で、災害発生時の被害状況を中心に、その後

の復興・防災の取組などに関する写真等が展

示されており、来訪者は自由に展示を見るこ

とができる。また、会議スペースがあり、団

体利用者が防災等の研修の場として貸切りで

利用することもできるなど、町の防災学習の

拠点としての役割を持つ施設といえる。 

繰り返し土砂災害が発生してきた現場に立

地し、「ここで災害があった」ということを伝

え、写真やポスターの展示等を通して地域に

おける記憶の風化を防ぐとともに、小中学校

などの防災教育の場としても活用され、子ど

もから大人まで町民全体の防災意識の向上を

目指している。 

坂町災害伝承ホールが建つ坂町自然災害伝

承公園内には、明治40年と平成30年の伝承碑

が並んで建立されている。明治40年の土砂災

害の伝承碑については、平成30年の災害以前

から同じ場所にあった（１(2)参照）。 

一方で、藤本課長補佐は、町民の認識は「た

だ何かがある」といった程度で、土砂災害の

危険性があるという認識はなかったのではな

いかと説明された。また、窪野課長は、平成

30年の災害以前から伝承碑があった明治40年

の災害に加えて、その後の大正、昭和、平成

にも土砂災害があったが、町民の関心は低か

ったと考えられるとして、過去を伝え、今後

の防災への対応を心掛けていく必要があると

説明された。 

 今後の施設の活用や災害の継承の在り方に

ついて、窪野課長は、子どもたちへ伝えてい

くことが重要であり、子どもへの防災教育が

高齢者も含めた地域全体の防災意識向上につ

ながるとの考えから、今後も保育園・小中学

校と連携していきたいと説明された。 

 久保教授は、同ホールについて、災害時や

防災にとどまらず、地域におけるイベント開

催などにも活用することで、イベント等をき

っかけとしてより多くの人が展示に触れるこ

とができるのではないかと指摘している。 

 

３ 阪神・淡路大震災の災害伝承施設の事例 

 広島県以外の地域においても、防災・災害

伝承に取り組んでいる団体や伝承施設は数多

くある（Ⅱ１(1)参照）。本項では、そうした

災害伝承の取組の先進的事例といえる阪神・

淡路大震災（平成７年１月17日）の災害伝承

施設で、日本災害伝承ミュージアム・ネット

ワークの施設でもある、「阪神・淡路大震災記

念 人と防災未来センター」及び「仁川百合野

町地区地すべり資料館」について紹介する。 

 

(1) 人と防災未来センター 

 筆者は、まず、「阪神・淡路大震災記念 人

と防災未来センター」（神戸市中央区）におけ

る災害伝承・防災の取組について、令和７年

８月15日、同センターにおいて、須貝正俊副

センター長及び森口芳隆事業部次長兼事業課

長を対象とした聞き取り調査及び展示等に関

する現地調査を行った（調査結果：図表９）。 
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（図表９）調査結果：人と防災未来センター 

テーマ災害 阪神・淡路大震災 

開館 平成14年４月（西館のみ） 

平成15年４月グランドオープン 

運営形態 兵庫県の指定管理者として（公財）

ひょうご震災記念21世紀研究機構

が運営 

※西館は国が整備費・運営費の1/2

を補助（東館は県単独事業） 

スタッフ 42名（兵庫県派遣職員を含む） 

専属の研究員が所属する「研究部」

には18名が所属 

このほか、語り部や展示解説、外国

語通訳を担うスタッフとして、145

名の運営ボランティア（登録制）も

所属 

立地 神戸市中央区の被災地に立地 

来訪者 開館から令和６年３月までの約22

年間で、延べ982万5,734人が来館

（年平均45万人程度、令和６年９月

には１千万人を突破） 

海外からの来館者も多く、コロナ禍

前は年間約３万人が来館 

施設 西館（展示は４フロア）、東館（展示

は３フロア）の２棟で構成 

展示 特撮技術で震災を再現した映像や

復興までの道のりのドラマ映像を

視聴できるシアター 

収集された震災関係資料の展示 

防災グッズの実例の紹介 

自然現象について学べる体験型展

示、ＶＲ体験コーナーなど 

語り部 運営ボランティアとして登録して

いる語り部が講話を実施（令和５年

度は753回実施、43,343人が聴講） 

施設の活用 西館１階ロビーを活用した関係機

関によるイベント開催 

（例：「六甲山の災害展」（兵庫県治

山課、六甲治山事務所等主催）） 

取組 企画展・イベントの開催 

（例：「ぼうさい甲子園」（学校にお

ける防災の取組のコンクール） 

他の施設への出展 

防災絵本の制作 

災害対策専門職員の育成（自治体職

員向けの研修、これまでに約12,000

人が受講） 

実践的な防災研究、若手防災専門家

の育成（これまでに51人の研究員を

養成） 

災害対応の現地調査・支援（東日本

大震災、熊本地震、能登半島地震な

どで研究員を被災地へ派遣、これま

でに国内外73箇所へ派遣） 

同館の指摘

する課題 

今後、語り部の高齢化が問題になる

と考えられ、若い世代の担い手確保

が必要 

より多くの人に来てもらうための

工夫が必要 

施設の老朽化に対するメンテナン

ス、そのための予算の確保の必要性 

地域との 

連携 

毎年１回防災訓練を主催 （ＨＡＴ神

戸防災訓練） 

地元小学校等との連携を模索中 

関係機関 

との連携 

東館には国際的な防災関係機関

（（一財）アジア防災センター。兵庫

県立大学大学院減災復興政策研究

科など）が入居 

国際防災・人道支援協議会（ＤＲＡ）

の事務局として、年１回のフォーラ

ムを開催 

（出所）聞き取り調査及び現地調査を基に作成 

 

 人と防災未来センターは、阪神・淡路大震

災とその後に発生した国内外の災害の経験と

教訓の継承、災害文化の形成、地域防災力の

向上、防災政策の開発支援及び創造的な復興

を図り、安全・安心な市民協働・減災社会の

実現に貢献するため、①展示、②資料収集・

保存、③災害対策専門職員（自治体の防災担

当職員等災害対策実務の中核を担う人材）の

育成、④交流・ネットワーク、⑤災害対応の

現地調査・支援、⑥実践的な防災研究と若手

防災専門家の育成という６つの機能を有する

施設として、兵庫県が設置したものである。 

 同センターでは、研究員がセンターに所属

し、③の自治体職員などを対象とした研修や、

⑤の災害時の現地調査や専門的な助言、⑥の

博士課程修了者を対象とした若手防災専門家

の育成を行うなど、学術機関としての側面も

持っているといえる。また、④についても、

近隣の国際的な防災関係機関等との連携を主

導しており、災害伝承にとどまらず、多方面

で防災の取組が行われている。須貝副センタ

ー長は、これらは他施設ではほぼ見られない

同センターの特徴的な活動といえるのではな

いかと説明された。 

 展示については、阪神・淡路大震災の被害

を伝える映像や資料から、最新の映像技術を

活用した展示や体験型の展示など、その内容・
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形態は幅広い。前者は、被害の生々しさや悲

惨さを感じさせる一方で、後者は台風や地震

などの災害について「楽しみながら」学ぶこ

とのできる展示もあり、過去の災害について

知るだけでなく、災害を自分事として捉え、

どのような備えが必要かについても体験を通

して学ぶことができる施設といえる。 

 

（図表10）人と防災未来センターの体験型展

示（地震の発生シミュレーション） 

（筆者撮影） 

 

 開館から23年が経つ現在も多くの人が来訪

しており、須貝副センター長は、令和６年８

月の南海トラフ巨大地震臨時情報が出た後な

どには来訪者が増加しており、防災への関心

が高まったことが関係しているのではないか

と説明された。地域内外に関わらず、阪神・

淡路大震災の教訓から防災について考えるた

めの施設として、今なお多くの人の関心を集

めている。 

 以上から、同センターは日本各地の伝承施

設の中核的存在となっていると考えられる。 

 

(2) 仁川百合野町地区地すべり資料館 

 これに加え、筆者は、「仁川百合野町地区地

すべり資料館」（兵庫県西宮市）における災害

伝承・防災の取組状況についても、令和７年

８月15日、同資料館において、村田広行兵庫

県阪神南県民センター西宮土木事務所河川砂

防課長を対象とした聞き取り調査及び展示等

に関する現地調査を行った（調査結果：図表

11）。 

 

（図表11）調査結果：仁川百合野町地区地す

べり資料館 

テーマ災害 阪神・淡路大震災 

開館 平成９年11月 

運営形態 兵庫県が運営 

スタッフ 委託事務員１名のほか、防災学習の

講義等は兵庫県が委託し、特定非営

利活動法人兵庫県砂防ボランティ

ア協会 （以下、兵庫県砂防ボランテ

ィア協会）が受講者からの要請を受

けて実施 

立地 阪神・淡路大震災において地すべり

被害が発生した災害現場に立地 

対策工事を行った箇所を館内から

見ることが可能 

付近には甲山森林公園などの観光

名所もあり 

来訪者 開館から令和７年７月末までの約

28年間で、延べ17万6,000人が来館

（年平均6,300人程） 

新型コロナの影響で一時的な減少

はあったものの、その後は回復傾向 

施設 １階はガイダンスシアター（防災学

習実施時には講義スペース）、２階

は模型やパネルなどの展示室、写真

や新聞記事を展示するアーカイブ

室で構成 

展示 災害からの復旧工事、地すべりをは

じめとした土砂災害のメカニズム

と砂防事業による対策の展示 （平成

26年度に、それまでの地すべり対策

主体の展示から、土砂災害全般を対

象とし、見やすく、ストーリー性の

ある映像・展示構成へとリニューア

ル） 

実際に手で触れて動かすことので

きる展示も設置 

施設の活用 防災学習の場として活用されてお

り、海外（ＪＩＣＡ）、大学生、地域

団体（民生委員など）などが来訪す

ることが多く （令和６年度は14回開

催、213名が防災学習で来訪）、また、

地元住民のボランティアグループ

「ゆりの会」が毎年１月17日に資料

館敷地内の慰霊碑前で慰霊祭を実

施しているほか、対策工事を実施し

た地すべり斜面の植栽を管理する
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等の活動を実施 

同館の指摘

する課題 

県：施設管理費が負担 

ゆりの会 ：メンバーの高齢化、担い

手の育成 

兵庫県砂防ボランティア協会 ：人材

の減少（高齢化）、有償ボランティア

の経費確保の継続 

地域との 

連携 

ゆりの会、兵庫県砂防ボランティア

協会と連携 

兵庫県阪神南県民センター管内の

公共施設が協働で行うデジタルス

タンプラリーに参加 

過去には、鉄道会社が実施する沿線

ウォーキングラリーに参加 

（出所）聞き取り調査及び現地調査を基に作成 

 

 仁川百合野町地区地すべり資料館では、阪

神・淡路大震災における地すべり被害やその

後の対策工事に関する展示とともに、土砂災

害全般に関して、発生のメカニズムやハード

面での対策について学ぶことができる。 

 工学的な内容を分かりやすく説明する工夫

がなされており、特に、手で触れて動かして

みることのできる模型、ボタンを押すことで

動くジオラマなど、体験型の展示も多いのが

特徴で、こうした展示は子どもから大人まで

親しめるものと考えられる。 

 また、地域住民のボランティアグループと

連携し、隣接する対策工事実施箇所で整備さ

れた植栽等も地域から好評として認知されて

いる。 

 開館から28年が経過した現在でも年間６千

人以上の来館者がおり、その構成も地元住民

から各地の大学、海外、地域団体（民生委員・

防災協議会など）など多様であり、地域内外

から注目されている施設である。 

 村田課長は、近年の記録的豪雨の頻発化に

より、土砂災害に対する一般の方や海外の方

からの関心も高まっているとした上で、防災

意識向上のための取組として、今後も施設を

維持し、学校教育や研修の場として利用して

もらうとともに、阪神・淡路大震災の地すべ

りによって34名が亡くなった事実を風化させ

ることなく、災害の教訓を後世に継承したい

と説明された。また、兵庫県砂防ボランティ

ア協会の話として、防災学習により自分事と

して意識してもらえるよう努め、多くの映像

や慰霊碑（記念碑）などによって記憶の風化

を防ぐことが必要であると説明された。 

 阪神・淡路大震災の発生から、30年が経過

する中、多数の来訪者が継続して訪れている

ことは、記憶を風化させないための取組が一

定の成果を上げているといえるのではないか。 

 

（図表12）仁川百合野町地区地すべり資料館

の体験型展示（土石流の発生体験） 

 

（筆者撮影） 

 

Ⅲ 地域における防災・災害伝承の在り方 

―「２ステップの地域防災」― 

１ 問題の所在 

 これまで、法制度や各種施策によって、土

砂災害リスクの周知、過去の災害の経験や教

訓を後世に伝える災害伝承・啓発などが行わ

れてきたが、その効果が十分に発揮されてい

るとは言い難い点もあり、地域・住民が主体

となって地域社会における防災（地域防災）

に取り組むことで、災害を自分事化し、平時

からの備えや災害時の迅速な避難行動に結び

付くものと考える。 

 各伝承施設等の取組や有識者の指摘を踏ま
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えつつ、以下に筆者の見解を述べてみたい。 

 

２ 「２ステップの地域防災」 

 これまで、地域防災というと、備蓄や避難

訓練などが注目されることが多かった。これ

らも必要なことではあるが、災害の自分事化

という観点からは、これらに加え、そもそも

自分の住む地域はどのような地域なのか、ど

のような災害リスクがあるのかを十分に理解

した上で、どこへ逃げればよいか、どのよう

な対峙手段が必要かといった災害への備えや

行動につなげる必要があると考える。本項で

は、これを「２ステップの地域防災」と称し

て、①「自分の地域について知る」、②「それ

ぞれの地域の特徴に応じた災害への備え」と

いう２段階での地域防災の取組を提案する。 

 

(1) ステップ１「自分の地域について知る」 

 内閣府の「防災に関する世論調査」（令和４

年）33では、「自然災害への対処法で家族や身

近な人と話し合う内容として重要なこと」に

ついて、「避難場所・避難経路について」との

回答が80.5％に上る一方、「地域の災害危険箇

所について」は24.5％にとどまる。また、「風

水害に備えての対策」について、「浸水しやす

い地域など、危険な場所を確認している」と

の回答は29.8％にとどまり、住民の自らの地

域の災害発生可能性の認識について十分な認

識がないことがうかがえる。 

 熊原教授は、自分の地域について、「地形」

を通して学ぶことが重要であるとして、この

地域は危ないということだけを強調するので

はなく、地形の特徴を知り、その地形を生か

して普段どのように暮らしているか、また、

どのような災害リスクがあるかという両面を

 
33 内閣府政府広報室「「防災に関する世論調査」の概要」（2022.12） 
34 中央教育審議会「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等につ

いて（答申）」（2016.12.21） 
35 前掲注30 

知ることで、地域への愛着にもつながると指

摘する。こうした地域への愛着がその地域特

有の災害発生可能性の理解の促進にもつなが

ると考えられ、重要な指摘と考える。 

 以上を踏まえ、筆者は、自分の地域につい

て知るための手法として、興味や関心を引く

楽しみのある「地域を知る」ためのフィール

ドワークと「災害を知る」ための災害伝承施

設の効果的な活用を提案したい。 

ア 「地域を知る」（フィールドワークを通じ

た地域学習・災害リスクの認識） 

学校教育においては、例えば、高等学校の

地理歴史科において「地域の自然環境と自然

災害との関わりや、そこでの防災対策につい

て考察させるとともに、生活圏の課題を、観

察や調査・見学等を取り入れた授業を通じて

捉え」ることが適当とされ34、平成30年告示の

学習指導要領より、高等学校で「地理総合」

が必修化されるなど、調査・見学に重きを置

いた教育の充実が図られている。実際に自分

で体験して学ぶことは重要であるといえ、学

校教育に限らず、地域における取組において

も同様ではないかと考える。 

広島市の「わがまち防災マップ」の事例では、

実際に地域を歩いて、危険箇所を住民同士で

話し合う、フィールドワークの取組が行われ

ている。マップ作成時のフィールドワークの

重要性やその効果については松澤（2021）35で

も指摘されており、地域の防災マップの作成

過程におけるフィールドワークの実施は、地

域の災害リスクを認識するに当たって有効で

あると考える。 

防災マップ作成は、地区防災計画の策定過
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程において取り入れることも想定される36。

地区防災計画の策定の一環としてマップ作成

を行うことで、平時の備えや災害後の取組等、

その後の地域の防災の取組全体にも好影響を

与えるのではないだろうか。 

また、他地域においても、神奈川県平塚市

の自然災害伝承碑などの災害関連施設を巡る

まち歩きイベントや、岩手県宮古市における

過去の被災状況や教訓を伝えるガイドツアー

の取組支援など、フィールドワークによる災

害伝承の取組が行われている例があり37、こ

うした事例も大いに参考となる。 

久保教授は、フィールドワークを行う際に

は、災害だけに着目するのではなく、地域の

自然や歴史、文化財なども取り入れたまち歩

きを行うことで、楽しみながら参加すること

ができ、自分の住む地域について深く知るこ

とにつながると指摘しており、より多くの人

に参加してもらうという観点からも、地域の

イベントとして行うことは非常に有効である。 

一方で、全ての地域に上記のような先進的

な取組やイベントが存在するわけではないが、

例えば、地域の防災士等とともに、ハザード

マップなどを基に、災害の危険箇所や自然災

害伝承碑を見て回ることだけでも、防災意識

の向上につながる成果は上げられると考えら

れる。 

イ 「災害を知る」（災害伝承施設の活用によ

る災害のリスクの認識と防災意識の向上） 

 地域の災害を知るに当たっては、災害伝承

施設の効果的な活用が有効と考える。災害伝

承施設では、多様な展示や体験、語り部によ

る講話の聴講や各種講座の受講などによる防

災学習などを通して、多面的に災害や防災に

ついて知り、学ぶことができる。自分の地域

にある災害伝承施設を訪れることだけでなく、

 
36 内閣府「地区防災計画ハンドブック」（2025.4）14頁 
37 総務省「地域における住民の防災意識の向上」（災害教訓の伝承）に関する調査の結果」（2024.8.29） 

他地域の施設を訪れることも有効と考えられ

ることから、筆者の考える災害伝承施設の効

果的な活用を提案する。 

 本稿における調査（Ⅱ）では、災害伝承施

設と一口に言っても、各施設の展示の特徴や

取組は多様であることが明らかになった。そ

れぞれの施設において、展示や語り部など、

来訪者に災害を自分事として認識してもらう

ための工夫がなされているが、広島市豪雨災

害伝承館における被災地案内や人と防災未来

センターにおける語り部、仁川百合野町地区

地すべり資料館における防災教育などは、来

訪者が参加を希望することで実施されるもの

である。 

参加に当たっては、参加者が積極的に各施

設等の発信する意味内容を主体的に自分事と

して置き換えていくといった体験が重要と考

える。そうした上で、初めて施設を最大限活

用できたといえる。広島市豪雨災害伝承館の

畠堀副館長は、伝承館を訪れる人に「自ら考

える力をつけて欲しい」と強調されていたが、

正にそのとおりと考える。災害伝承施設を訪

れるに当たっては、「自ら主体的に考え行動す

る」ことを意識して、自分事として捉え直す

必要がある。 

 一方、過去に大きな災害がなく、災害伝承

施設がない地域においては、他地域の災害伝

承施設（特に自らの地域の環境に類似する地

域の施設）を訪問する方法が有効であると考

えられる。仁川百合野町地区地すべり資料館

の土砂災害全般（名称は「地すべり資料館」

であるが、地すべりのほか、土石流、土砂崩

れなど多様な土砂災害の実態も学べる）を展

示している施設、人と防災未来センター（阪

神・淡路大震災のみならず自然災害全般を展

示）の施設等を訪問することは、自分の地域
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の災害発生リスクに置き換えて広く学ぶこと

ができる。また、どの施設にも共通して設置

されている、テーマごとの災害展示について

は、その展示を通して、どのような場所で、

どのような災害が起きたか、そしてその災害

の特徴的なエピソードは何であったかを知る

ことで、それを地形上の類似点や相違点等の

観点から、自分の地域ではどのような災害が

起きる可能性があるかをイメージできるもの

である。訪問者は自分の地域の自分事として

捉え直し、今後の災害に備える必要がある。 

この点、熊原教授は、災害伝承施設の展示

や被災地案内においては、地図を活用するこ

とで、どのような地形的特徴があるところで、

どのようなリスクがあるかを理解しやすくな

ると指摘された。 

このため、災害伝承施設においては、地図

を効果的に活用した展示やそれに具体的な解

説を施すことも効果的であると考えられる。 

 

(2) ステップ２「それぞれの地域の特徴に応

じた災害への備え」 

 ステップ１で自分の地域の特徴と災害リス

クについて知った上で、ステップ２としてそ

れを活かした災害への備えを行う必要がある。

「それぞれの地域の特徴に応じた災害への備

え」としては、防災備蓄などの「モノ」の備

え、行動計画や避難経路の作成といった「コ

ト」の備えの２つが挙げられる。このうち、

特に、「コト」の備えについては、地域の実情

を踏まえて災害時の行動計画（マイ・タイム

ライン）を作成するなど、個人レベルにとど

まらず、地域レベルで取り組む必要があると

考える。本項では、ステップ１を踏まえたも

のとして、「コト」の備えに絞って筆者の考え

を述べる。 

 
38 内閣府「地区防災計画ハンドブック」（2025.4）37頁 
39 坂本淳ほか「突発的な深夜の集中豪雨時における地域防災リーダーの対応行動と平時からの備えに関する調査研究―高

知県西南地域を事例として―」『土木学会論文集Ｆ６(安全問題)』Vol.76, No.1（2020） 

 災害時にどのような行動を取るか、平時に

立てておく計画の例として、マイ・タイムラ

インが挙げられる。マイ・タイムラインは、

広島県の「ひろしまマイ・タイムライン」の

ほか、他地域でも作成ツールの提供を行って

いる例があり、そうしたツールを基に個人、

更には地域レベルで取り組むことが重要と考

える。山梨県山梨市日川地区の事例では、マ

イ・タイムラインを活用した地区防災計画づ

くりとして、各個人のマイ・タイムラインを

踏まえた上で、地区としてのコミュニティ・

タイムラインの作成が行われている38。避難

場所や避難経路、避難手段などは個人単位の

ものであるとともに、地域単位のものとして

検討が必要なものもあることから、個人レベ

ルだけでなく、地域レベルと連動させて検討

することが、災害時の身を守るための行動に

つながるといえるのではないか。 

 

３ 地域防災リーダー確保の必要性 

 ここまで、２ステップの地域防災を述べて

きたが、実際に地域防災に取り組むに当たっ

ては、地域防災リーダーの存在が重要と考え

る。広島市や坂町においては、地域防災リー

ダーを公費で養成しており、各リーダーが中

心となって地域での防災に取り組んでいる。 

 坂本（2020）39では、平成30年７月豪雨の際

の高知県の地域防災リーダーの行動として、

過去の被災経験や災害リスクの理解などの平

時からの備えにより、避難の呼びかけを行っ

た事例が紹介されている。平時、災害時のい

ずれにおいても、地域の活動を進めるに当た

っては、リーダー的存在が不可欠であり、こ

うした人材の育成・確保が求められる。 

また、防災マップづくりやフィールドワー

クの実施に当たっては、防災の専門知識を持
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つ防災士の協力を得て取り組むことが必要で

ある。 

 一方で、広島市の事例から分かるように、

都市部では住民の関心が希薄であることや、

地域防災リーダーとしての担い手が高齢化等

により不足しているという問題もあり、地域

コミュニティの活性化も含め、地域防災リー

ダーの担い手の確保の在り方は課題であると

いえる。 

 

４ 行政による地域防災の支援の在り方 

 「２ステップの地域防災」に取り組むに当

たっては、地域社会だけでできることには限

界があることから、実効性があり、持続可能

な取組とするには、行政による支援が不可欠

である。 

 広島市や坂町の事例では、行政が地域防災

の人材の確保・育成や、地域の防災訓練への

財政的支援など、多面的に地域防災に対する

支援を行っている。こうした支援のもと地域

社会が防災に取り組むことで、地域防災はよ

り実効的なものになると考える。 

 また、災害伝承施設については、本稿で調

査した４つの事例のいずれも、運営者に違い

はあったが、自治体が設置しているものであ

る。特に、広島市豪雨災害伝承館は地域住民

からの取組を受けて設置された施設であり、

このような地域防災の発芽を取り入れ、育て

られるよう、被災経験のある地域では、こう

した伝承の拠点を整備することも、行政に求

められる重要な役割といえる。 

 また、災害伝承の取組が持続可能なものと

なるよう、継続的な支援も必要となる。 

 

おわりに 

 土砂災害の防災をめぐっては、これまで、

ハード・ソフトの両面から対策が行われてき

た一方、繰り返し災害が発生してきた広島県

における状況からもいえるように、未だ道半

ばであるといえる。本稿では、これまでの土

砂災害防災の施策と地域での取組に関する調

査を通じて見えた課題に対して、「２ステップ

の地域防災」として、地域について熟知した

上で、土砂災害のみならず、災害全般に備え

ることの必要性を提案した。これは、今回対

象地域とした広島県に限らず、全国各地で共

通していえることである。各地域には独自の

地形地質や歴史があり、災害の発生にも地域

差がみられる。このため、地域の特性を知る

ことが災害への備えにつながるという考えで

ある。そして、各地の災害伝承施設を通じて

過去の災害の教訓を学び、少しでも土砂災害

をはじめとした各種災害による被害が減少す

ることを願う。 

本稿執筆に当たり、快く調査に応じていた

だいた広島市役所、広島市豪雨災害伝承館、

坂町役場、仁川百合野町地区地すべり資料館、

阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター

の職員の方々、久保純子早稲田大学教授、熊

原康博広島大学教授に心から御礼申し上げる。 

（本稿は、令和７年９月30日現在の情報を基

に執筆した。） 
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